














 
 

別表 2「学習評価基準」 

 

【1】「医療ビジネス科」「情報システム科」に関する規定 

 

１）欠課・遅刻・早退 

授業１科目当たりの欠課時数が、予定授業時数の３分の１を超えた場合、補講を行うこと

がある。これを受講し出席時数が３分の２を超えたものと認められた場合、その科目を受験

することができる。 

補講手続きは所定の申込用紙に必要事項を記入し、補講料１授業当たり 2,000 円ととも

に事務室へ提出しなければならない。 

補講授業とは当該教科担当が指示した内容とする。 

遅刻・早退は 3 回につき欠席 1 回とみなす。 

 

２）公認欠席 

 次の場合は、公認欠席とする。 

・忌引（父母、兄弟、姉妹、祖父母の場合 3 日間を認める） 

・法定伝染病等、学校が公認の欠席と認めたもの 

 

３）試験 

試験は学年学期毎に行う。 

試験の種類は、当該教科担当より指示を受けて受験をする。 

試験時間は、当該教科担当の一任とするが、試験当日 30 分を超えて遅刻した者は受験す

ることができない。また試験開始 30 分後には退出することができる。但し一度退出した者

の再入室は認めない。 

公共の交通機関の遅延や本人の責によらない事情などが生じた場合は、別途指示をする。 

 

４）成績の評価 

 試験の評価は素点とし、100 点満点中 60 点以上をもって認定とする。但し素点には教科

担当者の裁量により出席率および平常の学習の評価を加味することができる。  

通年科目の成績の評価は当該科目終了学期に行う。 

その評価は次のとおりとする。 

 

 ・８０点  ～  １００点 ----------------- A（優） 

  ・７０点  ～   ７９点 ----------------- B（良） 

  ・６０点  ～   ６９点 ----------------- C（可） 

  ・６０点未満 -------------------------------------- F（不可) 



 
 

試験において不正行為のあった者は、その学期の履修科目すべてを不認定とする。 

５）再試験・補習 

学期末試験の成績が 60 点に満たなかった場合、所定の手続きを経て再試験・補習を行う

ことがある。 

再試験・補習手続きは所定の申請用紙に必要事項を記入し、事務室へ提出しなければなら

ない。再試験・補習料は 1 科目 2,000 円とする。 

 

６）追試験 

病気・忌引・その他、交通事故等本人の責によらない止むを得ぬ事情で学期末試験を受験

できなかった場合には、後日追試験の機会が与えられる。但し、疾病・傷病の場合には、医

師の診断書を添付し申請しなければならない。 

追試手続きは所定の申請用紙に必要事項を記入し提出しなければならない。この場合、追

試料は徴収しない。 

 

７）進級基準 

当該学年の単位が認定されなかった者は進級できない。 

 

８）転科基準 

 転科を願い出る者は、必要事項を記入した転科願を提出しなければならない。転科届提出

後、面接によりその可否を決定する。 

 

９）卒業認定 

 各学科ともに履修すべき必修科目及び選択科目（自由選択科目を除く）をすべて履修し、

単位認定された者は卒業を認定される。 

 

この「学習評価基準」は平成 28 年 4 月 1 日から実施する。 

 

平成 29 年 4 月 1 日一部改正 

平成 30 年 4 月 1 日一部改正 

平成 31 年 4 月 1 日一部改正 

 

 


